
今
後
、
市
南
部
の
発
展

に
と
っ
て
大
き
な
要
と
な
る

南
田
辺
北
地
区
の
土
地
区
画

整
理
事
業
。
鉄
道
網
を
含
む

公
共
交
通
の
ア
ク
セ
ス
を
充

実
さ
せ
る
こ
と
は
必
須
で
あ

る
。
特
に
、

片
町
線
の

複
線
化
あ
る
い
は
同
志
社

木
津
駅
間
の
ダ
イ
ヤ
の
増

発
、
木
津
駅
か
ら
の
乗
り
換

え
時
間
の
短
縮
は
、
大
阪
南

部
方
面
や
奈
良
、
三
重
方
面

へ
の
通
勤
、
通
学
を
容
易
に

す
る
だ
け
で
な
く
、
同
志
社

大
学
へ
の
利
用
駅
の
分
散
化

を
図
る
こ
と
に
な
る
。ま
た
、

三
山
木
周
辺
地
域
の
活
性
化

に
も
つ
な
が
る
非
常
に
重
要

な
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

南

部

登
志
子

議
員
（
無
会
派
）木津行きの 学研都市線

（ 三山木駅）

る
が
、
市
の
認
識
と
今
後
の

計
画
は
。

経
済
環
境
部
長

南
田
辺

団
地
街
び
ら
き
時
の
、
公
共

交
通
機
関
の
ル
ー
ト
や
、
通

行
頻
度
等
に
つ
い
て
、
ま
だ

計
画
は
具
体
化
し
て
い
な
い

が
、
そ
の
重
要
性
は
認
識
し

て
お
り
、
新
市
街
地
へ
の
ア

ク
セ
ス
も
含
め
て
、
今
後
関

係
機
関
に
働
き
か
け
て
い
き

た
い
。

、
近
鉄
三
山
木
駅

の
高
架
下
の
利
用
促
進
を
図

る
べ
き
。
商
業
系
だ
け
で
は

な
く
、
公
共
施
設
配
置
も
含

め
て
積
極
的
に
検
討
願
い
た

い
が
。

建
設
部
長

ま
ち
づ
く
り

検
討
会
議
で
調
整
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
。

三
山
木
駅
前
地
区
や
、

新
田
辺
駅
東
地
区
の
活
性
に

つ
い
て
は
、
地
元
の
住
民
や

商
売
人
の
方
々
の
ご
意
見
を

し
っ
か
り
と
聴
く
べ
き
。
ま

た
、
市
民
の
方
々
の
ア
イ
デ

ア
を
吸
い
上
げ
る
努
力
を
お

願
い
し
た
い
。

経
済
環
境
部
長

ま
ち
づ

く
り
検
討
会
議
や
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
で
の
検
討
の
中

で
、
地
域
の
方
々
の
意
向
を

踏
ま
え
、
必
要
な
研
究
を
し

て
い
き
た
い
。

三
山
木
駅
周
辺
に
南
部

住
民
セ
ン
タ
ー
の
建
設
を
、

中
規
模
程
度
の
文
化
ホ
ー
ル

と
の
併
設
で
検
討
し
て
ほ
し

い
。教

育
長

住
民
セ
ン
タ
ー

の
建
設
は
、
三
山
木
、
普
賢

寺
地
域
を
含
め
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。
文
化
ホ
ー
ル
の

単
独
で
の
建
設
は
考
え
て
い

な
い
。

指
定
管
理

者

制

度

公
の
施
設
の
管
理
運
営

を
民
に
任
す
、
指
定
管
理
者福祉拠点である 社会福祉センター

制
度
の
目
的
は
、
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
と
行
政
コ
ス
ト

の
縮
減
で
あ
る
。
本
制
度
の

活
用
に
よ
り
地
域
の
振
興
・

活
性
化
及
び
行
政
改
革
の
推

進
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
る

が
、
制
度
導
入
の
考
え
は
。

助
役

民
間
事
業
者
等
の

能
力
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
で

管
理
経
費
の
大
幅
な
削
減
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
る
。
本
年

９
月
議
会
に
手
続
条
例
を
提

案
に
向
け
て
、
現
在
鋭
意
検

討
を
進
め
て
い
る
。

行
政
と
市
民
を
つ
な
ぎ

協
働
参
画
社
会
の
構
築
に
向

け
て
寄
与
す
る
と
思
わ
れ
る

団
体
の
育
成
・
支
援

が
必
要
と
考
え
る
が
。

総
務
部
長

公
益
的
な
活

動
の
新
た
な
担
い
手
と
し
て

地
域
や
社
会
が
抱
え
る
諸
問

題
を
自
発
的
・
自
主
的
に
解

決
し
て
い
く
団
体
の
相
談
や

支
援
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

災
害
に
備
え
た
ま
ち
づ

く
り
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

本
市
の
治
水
対
策
で
最

も
重
要
で
対
処
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
天
井
川
の
撤

廃
と
内
水
氾
濫
を
防
ぐ
た
め

排
水
路
の
計
画
的
な
整
備
が

必
要
と
考
え
る
が
如
何
か
。

建
設
部
長

危
険
度
が
高

い
天
井
川
の
切
り
下
げ
は
引

き
続
き
要
望
し
た
い
。
市
管

理
の
河
川
等
の
整
備
は
中
小

水
路
整
備
基
本
計
画
に
基
づ

き
危
険
度
の
高
い
箇
所
か
ら

順
次
整
備
を
し
て
い
く
。

神
矢
樋
門
の
内
水
排
除

用
ポ
ン
プ
の
増
設
、
ま
た
は

能
力
ア
ッ
プ
を
図
り
、
神
矢

排
水
機
場
に
発
電
設
備
を
。

建
設
部
長

今
後
防
賀
川

の
整
備
計
画
と
併
せ
関
係
機

関
と
協
議
し
て
い
く
考
え
。

巨
大
地
震
に
備
え
木
造

家
屋
の
耐
震
診
断
や
耐
震
改

修
に
助
成
制
度
の
創
設
を
。

総
務
部
長

重
要
な
こ
と

で
あ
る
と
認
識
し
、
支
援
策

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ペ
イ
オ
フ
解
禁
に
備
え

た
公
金
管
理
に
つ
い
て
問
う

ま
た
市
会
計
と
水
道
事
業
会

計
と
の
連
携
の
考
え
は
。

収
入
役

公
金
管
理
検
討

委
員
会
を
設
置
し
検
討
し
て

い
る
。
両
会
計
間
の
弾
力
的

運
用
は
早
期
に
検
討
。

会
派
の
結
成

新
会
派
が
結
成
さ
れ
ま
し

た
。

新
生
会

上
田

登

議
員

松
本

耕
治

議
員

議
会
の
人
事

議
員
の
死
去
に
よ
り
、
各

委
員
会
の
正
・
副
委
員
長
の

互
選
が
行
わ
れ
、
次
の
よ
う

に
決
ま
り
ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長

青
木

綱
次
郎

議
員

副
委
員
長

山
下

勝
一

議
員

広
報
編
集
特
別
委
員
会

委
員
長

増
富

理
津
子

議
員

副
委
員
長

松
村

博
司

議
員

会
派
の
結
成

議
会
の
人
事

児
童
育
成
支
援
行
動

計
画
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
で
も
、
拡
大
を
望
む
声
が

多
い
。
子
育
て
支
援
の
観
点

か
ら
助
成
拡
大
で
き
な
い
か
。

市
長

医
療
費
の
助
成
が

即
、
子
育
て
支
援
に
つ
な
が

ら
な
い
。

助
役

現
行
の
助
成
制
度

で
全
国
ラ
イ
ン
で
は
到
達
し

た
。
ま
ず
、
ま
だ
到
達
で
き

て
い
な
い
子
育
て
支
援
事
業

を
底
上
げ
を
し
た
い
。

今
回
の
提
案
は
、
子

育
て
支
援
策
の
中
で
、

最
優
先
し
て
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
。

提
案
議
員

今
、
市
民
の

願
い
の
一
番
の
関
心
事
が
医

療
費
問
題
だ
と
思
う
の
で
、

市
民
の
立
場
に
た
っ
て
実
施

し
て
ほ
し
い
。

閉
会
中
の
委
員
会
審
査

文教福祉

乳
幼
児
医
療
費
の
助
成
を

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

（
水
野
恭
子
委
員
長
‥
７
人
）

は
２
月

日
に
委
員
会
を
開

会
し
、
閉
会
中
の
継
続
審
査

と
な
っ
て
い
た
発
議
案
１
件

の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
次
の
と
お
り
。

◆
発
議
第
１
号

京
田
辺
市

乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

現
在
、
満
６
歳
ま
で
医
療

費
の
助
成
を
、
満

歳
ま
で

年
齢
を
引
き
上
げ
、
経
済
的

負
担
を
軽
減
し
、
安
心
し
て

子
ど
も
を
産
み
育
て
る
環
境

づ
く
り
を
図
ろ
う
と
す
る
も

の
。

【
賛
成
少
数
‥
否
決
】

こ
の
よ
う
な
施
策

は
、
本
来
所
得
制
限
を

設
け
る
べ
き
だ
が
。

福
祉
部
長

全
国
的
に
は
、

対
応
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

提
案
議
員

命
に
関
わ
る

施
策
は
、
所
得
に
よ
り
差
を

つ
け
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な

い
。
市
の
新
た
な
負
担
は
、

６
１
０
０
万
円
程
度
に
な
る
。

改
正
案
に
対
す
る
市

の
基
本
的
な
考
え
は
。

市
長

基
本
的
に
は
、
助

成
は
国
策
で
実
施
す
べ
き
。

十
分
と
は
言
え
な
い
が
、
就

学
前
ま
で
の
助
成
で
一
定
の

成
果
が
上
が
っ
て
い
る
と
思

う
。

京田辺市明るい
選挙推進協議会

人権侵害救済に関する法律の早期制定を求める意見書
人権侵害の被害者を救済する法制度の確立を求める広範な運動が展

開される中、人権擁護推進審議会の答申を受けて、第 通常国会に 人

権擁護法案 が上程された。しかし、この法案は、独立性や実効性の

欠如、メディア規制などの問題も指摘されるなど、国内はもとより国

際的にも 抜本修正 を求める世論の高まりの中、一昨年 月に衆議

院の解散により自然廃案となった。

もとより、真に独立性・実効性が保障された国内人権救済制度を確

立することは、緊急の課題である。現実に差別や偏見、児童虐待や

などの人権被害により精神的・肉体的な苦痛を受けている人々が多

くいる。

世紀は、人権の世紀と言われ、人権が尊重される社会の確立をめ

ざして、あらゆる差別を禁止し、人権侵害の救済を行う法整備が早期

に必要である。

政府として、憲法で保障された 基本的人権の尊重 を遵守するた

めにも、 年の国連総会で日本政府も賛成し採択された、 国内人

権機関の地位に関する原則（パリ原則） に基づく人権機関を設置し、

国際的責務を果たす必要がある。

ついては、人権侵害救済制度確立のために実効性のある 人権侵害

救済に関する法律 の早期制定を強く求める。

否決した意見書

・消費税の増税に反対する意見書
・イラクから自衛隊の撤退を求める意見書
・人権侵害救済に関する法律の制定に関する意見書

山

下

勝

一

議
員
（
自
民
党
）

年（平成 年） 月 日




